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論文内容の要旨 

本研究は、1990年代以降の保育現場において積極的に行われている「特別な支援」という実践が、当該現場の人

々（障害児―保育者―クラスメイト）にいかなる意味や影響をもたらしているのかについて明らかにするため、関

西・大阪府北部に所在していた公立S保育所での参与観察や保育者へのインタビュー調査から得られたデータを用

いて、当該現場の人々のコミュニケーションのありようを記述・分析することを主題とする（本研究では、保育現

場における障害児保育ないし特別支援教育に関わる諸実践を「特別な支援」と呼称する）。 

1990年代以降の保育・教育現場においては、「気になる子ども」や「発達障害」とされる子どもなど、個別的な

ニーズを有する子どもへの「特別な支援」に対する関心が高まっている。こうした関心は、2007年4月に施行され

た特別支援教育制度によって促進され、それから10年近く経過しようとする現在、どの現場においても不可欠の実

践として定着してきている。しかしながら、今まさにそうであるがゆえに、そうした状況を相対化し、改めて「特

別な支援」が当該現場にもたらす意味や影響について、客観的に問い直す必要があるのではないだろうか。 

従来、日本の学校現場において子どもを序列化ないしは差異的に扱うことは、子どもたちに差別感や選別意識、

劣等感を持たせてしまうとして忌避されてきたという（苅谷1995）。そのため現場の教師たちは、「どの子どもに

も平等にかかわる」という平等主義的配慮（日本的平等主義）のもと、形式的・画一的な対応を行ってきた。例え

ば、教室内の子ども同士の差異や逸脱が分からないようにする潜在的な統制や処遇などがあり、こうした実践のあ

りようは、1990年代に保育現場で参与観察を行った結城（1998）や宮内（1998）の研究においても確認される。 

しかし、こうした日本的平等主義という考え方に特徴づけられる従来の教育実践の様式は、特別支援教育制度が

導入・実施されたことをきっかけに大きく変化してきていると思われる。したがって、2000年代現在の保育現場の

保育者の実践のあり方、とりわけ「特別な支援」という実践のありように注目し、「特別な支援」を媒介にして、

現場の人々はいかなる関係性を形成し、いかなる相互作用を行っているのかを明らかにしていく必要があると考え

る。 

本研究の分析結果から見出された知見は、以下の三点にまとめられる。 

第一に、「特別な支援」は、保育者にとって対応が難しいと感じられる「気になる子ども」を、「ニーズのある

子ども」「特別な支援を必要とする子ども」として理解可能な存在として規定し、適切な支援へと分節・接合化す

る機能を果たすこと、そしてまた、当該幼児をクラスの社会的文脈に包摂（再文脈化）しようとする志向性を備え

た実践であるということ（第4章）。第二に、しかしながら、「特別な支援」は、熱心に取り組むほど、保育者に

様々な困難や葛藤をもたらしうるものであるということ。そこには、子どもたちをクラス集団として処遇すること

と個別的に対応することの困難さと、「特別な支援」のあり方それ自体における困難さがある。こうした「特別な

支援」をめぐって否定的な観念が惹起されてしまうのは、当該保育現場に根差した様々な解釈枠組み（保育の基本

的な考え方や、医学・心理学的な知識や言説、同和保育・人権保育の考え方）に由来しており、それぞれに対して

どの程度の強調点を置くかによって、保育実践のあり方とそこでの「困難さ」の違いも生じてくると思われる（第

5章）。第三に、「特別な支援」は、当該幼児（「障害児」）と他のクラスメイト（「健常児」）との差異を強調

する実践であるが、それは、クラス集団から「障害児」を切り離す実践というよりも、両者の間にある差異を双方

に確認させ、両者の関係を媒介するような働きかけとして機能しうるということである。ともすると、「特別な支

援」は「障害児」に対する偏見や排除（仲間はずれ）を生み出す恐れもある。しかしながら、本研究の分析から

は、日ごろから保育者の姿や言葉がけを模倣し、「発達障害児」への対し方を身につけようとするクラスメイトの

姿も観察された。このことから「特別な支援」は「障害」という異質的な側面を「健常児」に対して理解可能なも

のとして伝達しうる実践であることが確認できる（第6章）。 

 




